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１．沿　革（年表）  

年　度 水 道 事 業 法 ・ 制 度 関 係 等

昭和２年 旧古市町上水道の創設事業の認可を受け、工事に着手

昭和３年 創設事業が完成し、旧古市町に給水を開始

昭和２３年 旧古市町上水道の拡張事業に着手し、完成

昭和２７年 旧駒ヶ谷村・駒ヶ谷簡易水道に着手し、完成 地方公営企業法公布

昭和２８年 旧埴生村・埴生簡易水道に着手し、完成

昭和２９年 旧駒ヶ谷村・飛鳥簡易水道に着手し、完成

昭和３０年 旧高鷲町・高鷲簡易水道に着手

旧西浦村・西浦簡易水道に着手

隣接の２町４村（古市町、高鷲町、埴生村、西浦村、駒ヶ谷村、丹比村）
が合併し、南大阪町が誕生

高鷲簡易水道が完成

昭和３２年 西浦簡易水道が完成

昭和３３年 壺井通法寺簡易水道に着手し、完成

市制の施行により、羽曳野市が誕生 伊勢湾台風

丹比簡易水道に着手着手し、完成 第１次拡張事業認可

壺井通法寺簡易水道拡張事業に着手し、完成する。この事業の完成
により、駒ヶ谷・飛鳥の各簡易水道を、壺井通法寺簡易水道に統合

水道総合事業に着手

昭和３６年 地方公営企業法改正

地方公営企業法の一部を適用

水道料金徴収事務の一部委託

昭和３９年
水道総合事業が完成。この事業の完成により、高鷲・埴生・西浦の各簡
易水道を廃止し、上水道に統合

東京オリンピック

地方公営企業法の全部を適用 第２次拡張事業認可

財政再建団体となる

第２次拡張事業に着手

水道課を水道局に改める

水道料金改定

水道料金計算事務を電算委託する

水道料金徴収事務を全面委託し、量水器検針事務を一部委託する

昭和４３年 水道事業管理者を設置

量水器検針事務を全面委託 大阪万博

給配水管修繕工事を一部委託（昼間） 第３次拡張事業認可

分担金制度を採用

第３次拡張事業に着手

検針・徴収の隔月制を実施

水道料金口座振替制度を採用

第２次拡張事業が完成。この事業の完成により、駒ヶ谷・丹比の各簡易
水道を廃止

沖縄県復帰

水道料金改定

昭和４８年 財政再建を完了する オイルショック

量水器使用料改定

分担金改定

第３次拡張事業が完成

昭和５０年 水道施設整備事業に着手

昭和５１年 水道料金改定 市公共下水道事業着手

昭和５２年
石川浄水場取水井において、職員５名、公認業者１名、酸素欠乏事故
により死亡（３月１５日）

水道法改正

昭和３１年

昭和３５年

昭和３８年

昭和４９年

昭和３４年

昭和４６年

昭和４５年

昭和４１年

昭和４２年

昭和４７年
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年　度 水 道 事 業 法 ・ 制 度 関 係 等

分担金改定 渇水（府営水道取水制限）

水道施設整備事業が完成

送配水施設改良事業に着手し、完成 第４次拡張事業認可

給配水管修繕工事を全部委託（昼夜間）

配水施設整備事業に着手し、完成

水道料金改定

第４次拡張事業並びに配水管整備事業に着手

分担金改定

出納取扱金融機関・水道局派出所の開設

日本水道協会第５２回関西地方支部総会を羽曳野市で開催

昭和５９年 配水管整備事業が完成 渇水（府営水道取水制限）

第２次水道施設整備事業に着手

第４次拡張事業が完成

昭和６１年 渇水（府営水道取水制限）

昭和６２年 水道料金計算事務の電算導入

平成元年 石川河川改修に伴う壺井浄水場取水施設工事 消費税法施行

財務会計システムの電算化

第２次水道施設整備事業が完成

配水管改良事業に着手し、完成

検針業務にハンディターミナルの導入

石川河川改修に伴う石川浄水場取水施設工事

日本水道協会大阪府支部総会開催（事務局）

配水管改良事業に着手し、完成

配水管改良事業に着手し、完成 新水質基準施行

水質基準４６項目となる

配水管改良事業に着手し、完成 渇水（府営水道取水制限）

水道料金改定（６月） 水源二法施行

量水器使用料廃止（６月） 阪神・淡路大震災（平成７年１月１７日）

阪神・淡路大震災に係る応援給水（宝塚市） 地下鉄サリン事件（平成７年３月）

第３次水道施設整備事業に着手

契約システムの電算化

管路管理システムの電算化

近隣１３市町村災害相互応援協定締結

水道管理センター棟が完成（第３次水道施設整備事業） Ｏ－157集団感染

壺井浄水場沈澱池上屋が完成（　　　　　〃　　　　　　　） クリプトスポリジウム集団感染

旧飛鳥配水池跡地市長部局へ移管

石川浄水場集中管理システム完成（第３次水道施設整備事業） 消費税法改定（３％→５％）

壺井浄水場無人化（10年３月）

水道法改正に伴い公認業者制度を廃止し、指定工事店制度開始 改正水道法施行

分担金改定 市制４０周年

通水７０周年記念式典を開催 府営水道高度浄水処理水受水開始

第３次水道施設整備事業が完成

水道局庁舎移転（市役所別館総合福祉センター）

Ｙ２Ｋ対策体制設置 コンピューター２０００年問題（Ｙ２Ｋ）

コンビニエンスストアでの料金収納方式の導入

受配水場防犯設備（ＩＴＶ、センサー）設置

水道事業懇談会設置

昭和５５年

昭和５６年

平成５年

平成７年

平成３年

昭和５４年

平成１０年

平成９年

平成２年

昭和５３年

昭和５８年

昭和６０年

平成４年

平成８年

平成１１年

平成６年
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年　度 水 道 事 業 法 ・ 制 度 関 係 等

集金制度の廃止 大阪府営水道料金改定（１０月）

水道料金改定（１０月）

水道整備基本計画策定 大阪府広域的水道整備計画改定

経営業務改善委員会設置 市情報公開条例・個人情報保護条例施行

第４次水道施設整備事業着手 米国同時多発テロ事件（９月１１日）

水道局ＬＡＮ運用開始

配水池施設機械警備委託開始 改正水道法施行（４月）

検針徴収事務の法人委託（４月） 琵琶湖・淀川渇水（府営水道取水制限）

浄水場運転管理業務の一部委託化（１０月）

鉛製給水管更新事業開始（鉛対策）

水道局ホームページ開設（１１月）

寒波による給水管凍結事故（１月）

平成１５年 水道料金・分担金改定（消費税転嫁）　（４月） 水質基準改定（鉛濃度0.01mg/ℓ）

消費税法改正（総額表示方式）

水道事業ガイドライン制定（１月）

設計積算CADシステム導入 石綿障害予防規則施行（７月）

水道法第39条第１項の規定に基づく立入検査実施（９月）

第４次水道施設整備事業が完成（３月）

石綿セメント管更新事業開始

電子入札の導入

緊急連絡管の接続（松原市）（３月）

羽曳野市上下水道震災対策本部設置に関する要綱制定（３月）

水道料金お客様センターの開設（４月） 水質基準改定（塩素酸が水質基準項目に変更）

ステンレス製給水車配備（１０月）

大阪市水道局と技術協力提携（１１月）

緊急連絡管の接続（太子町）（３月）

水道整備基本計画改訂版（３月）

浄水場運転管理業務の全面委託（４月） 市制５０周年

壷井浄水場管理棟耐震補強 水道ビジョン改訂（７月）

緊急連絡管の接続（藤井寺市）（３月） 新型インフルエンザ流行

中区配水池解体撤去（５月）

羽曳野市水道事業ガイドライン公表

第５次水道施設整備事業着手

石川浄水場更新に伴う浄水処理検討委員会設置

羽曳野市水道事業の設置等に関する条例改正施行（水道事業管理者
非設置）（４月１日）

大阪府営水道料金改定値下げ（４月）

羽曳野市水道事業の設置等に関する条例改正施行（給水人口、１日
最大給水量の変更）（１０月１日）

大阪広域水道企業団設立（１１月）

水道料金等管理システム更新（１０月） 東日本大震災（平成２３年３月）

水道事業変更認可取得（第５次水道施設整備事業）（１１月２２日）

ホームページのリニューアル（１１月）

藤井寺市と緊急連絡管の接続２箇所（３月）

給水工事受付システム導入（３月）

東日本大震災に係る応援給水（岩手県）（３月）

東日本大震災に係る応援給水（岩手県）（４～５月） 大阪広域水道企業団事業開始（４月）

石川浄水場更新工事詳細設計委託（２月～１０月） 台風１２号による水害（奈良県・和歌山県）（９月）

平成１２年

平成１３年

平成１９年

平成２１年

平成１７年

平成１４年

平成２０年

平成２３年

浄水場運転管理委託業務の拡大（４月）

台風２３号被害に係る京都府宮津市への応援給水（１０月）

新水質基準施行(4月）・水道ビジョン公表（６月）平成１６年

平成１８年

平成２２年
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年　度 水 道 事 業 法 ・ 制 度 関 係 等

石川浄水場更新工事詳細設計委託（２月～１０月） 地方公営企業法改正（４月）

石川浄水場更新工事着工（１１月～）

水安全計画の策定（初版）（３月）

平成２５年 羽曳野市水道整備基本計画の一部見直し 新水道ビジョンの公表（４月）

石川浄水場新ろ過池棟が完成（第５次水道施設整備事業） 消費税法改正（５％→８％）

水道料金改定（１０月）

新会計制度適用開始

石川浄水場更新工事竣工（第５次水道施設整備事業）

第５次水道施設整備事業が完成（３月）

羽曳野市水道事業ビジョン・水道整備基本計画の見直し

木津川市と災害相互応援協定の締結

水道法第39条第１項の規定に基づく立入検査（２月）

水安全計画改訂（３月）

藤井寺市・羽曳野市の相互応援給水に関する協定の締結

藤井寺市・大阪広域水道企業団と非常用連絡管の維持管理運用に関
する協定の締結
１２企業体との災害時における水道施設の応援活動の支援に関する協
定の締結

第６次水道施設整備事業着手 市制６０周年

大阪府北部地震に係る応援給水（高槻市） 大阪府北部地震（６月１８日）

中央監視制御設備改良工事竣工

水道事業認可変更【水源の種別及び取水地点の変更】（３月１３日） 消費税法改正（８％→１０％）

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）流行

改正水道法施行

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）にかかる対策として水道基本
料金全額を半年間減免

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）感染拡
大に伴い緊急事態宣言発令

指定給水装置工事事業者更新制度の開始

水道施設台帳システム改良

平成２８年

令和２年

令和元年

平成３０年

平成２９年

平成２６年

平成２７年

平成２４年
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３．事　業　の　推　移

 区   分

行 政 区 域 内 人 口 （人） Ａ 117,140 116,561 115,578 114,757

給 水 区 域 内 人 口 （人） Ｂ 114,600 114,006 113,054 112,225

給 水 人 口 （人） Ｃ 114,600 114,006 113,054 112,225

給 水 戸 数 （戸） Ｄ 42,405 42,520 42,533 42,608

普 及 率 （％） C/B 100.0 100.0 100.0 100.0

自 己 水 （㎥） Ｅ 6,070,922 6,035,120 6,195,378 6,083,954

企 業 団 水 （㎥） Ｆ 6,905,590 6,760,430 6,350,220 6,177,130

総 水 量 （㎥） Ｅ+Ｆ 12,976,512 12,795,550 12,545,598 12,261,084

年 間 配 水 量 （㎥） Ｇ 12,976,512 12,795,550 12,545,598 12,261,084

１ 日 最 大 配 水 量 （㎥） Ｈ 42,135 41,717 38,757 38,349

１ 日 平 均 配 水 量 （㎥） Ｊ 35,455 35,056 34,372 33,592

１ 日 最 小 配 水 量 （㎥） Ｋ 31,095 30,868 30,605 30,678

１人１日最大配水量 （ℓ） H/C 368 366 343 342

１人１日平均配水量 （ℓ） Ｊ/C 309 307 304 299

年 間 有 効 水 量 （㎥） Ｌ 12,819,562 12,658,800 12,522,961 12,128,075

有 効 率 （％） L/G 98.8 98.9 99.8 98.9

年 間 有 収 水 量 （㎥） Ｍ 12,628,880 12,261,810 12,149,119 11,871,369

有 収 率 （％） M/G 97.3 95.8 96.8 96.8

事 業 収 益 （千円） Ｎ 2,215,376 2,197,681 2,158,725 2,493,363

事 業 費 用 （千円） Ｏ 1,903,165 1,920,504 1,827,874 1,929,839

純 損 益 （千円） Ｎ-O 312,211 277,177 330,851 563,524

資 本 的 収 入 （千円） Ｐ 139,531 172,163 266,998 346,198

資 本 的 支 出 （千円） Ｑ 668,289 850,128 962,575 1,096,488

差 引 （千円） P-Q △ 528,758 △ 677,965 △ 695,577 △ 750,290

財

政

状

況

               　　 　 年    度

普

及

状

況

水
源
状
況

給

水

状

況

H２６年度H２５年度H２３年度 H２４年度
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113,847 113,152 112,452 111,631 110,742 109,810

111,272 110,562 109,913 109,084 108,174 107,215

111,272 110,562 109,913 109,084 108,174 107,215

42,700 42,686 42,882 43,099 43,348 43,513

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

4,571,016 6,278,344 6,219,843 6,216,740 6,292,368 6,201,526

7,681,290 5,947,870 5,841,895 5,698,680 5,511,155 5,707,103

12,252,306 12,226,214 12,061,738 11,915,420 11,803,523 11,908,629

12,252,306 12,226,214 12,061,738 11,915,420 11,803,523 11,908,629

38,570 38,358 36,117 36,186 36,463 36,796

33,476 33,496 33,046 32,645 32,250 32,626

30,162 30,915 29,438 29,688 29,094 29,198

347 347 329 332 337 343

301 303 301 299 298 304

12,182,870 12,104,901 11,999,237 11,846,445 11,738,663 11,857,151

99.4 99.0 99.5 99.4 99.5 99.6

11,774,547 11,711,721 11,582,108 11,485,668 11,307,141 11,566,345

96.1 95.8 96.0 96.4 95.8 97.1

2,487,311 2,416,347 2,355,376 2,525,162 2,335,948 2,195,693

2,077,285 1,914,379 1,899,599 1,981,161 1,892,115 1,906,207

410,026 501,968 455,777 544,001 443,833 289,486

387,983 279,478 170,861 209,403 78,914 72,088

1,549,788 650,495 824,744 940,479 660,601 930,061

△ 1,161,805 △ 371,017 △ 653,883 △ 731,076 △ 581,687 △ 857,973

R2年度R元年度H３０年度H２８年度 H２９年度H２７年度
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４．普及状況の推移・自己水・企業団水の推移

５．配水量分析(令和２年度）

有 収 水 量 料金水量
11,566,345 ㎥ 11,566,345 ㎥
97.12% 97.12%

有 効 水 量 消防用水量
11,857,151 ㎥ 287 ㎥

配 水 量 99.57% 0.01%
11,908,629 ㎥ 無 収 水 量 局事業用水量等
100.00% 290,806 ㎥ 111,890 ㎥

2.45% 0.94%
メータ不感水量

178,629 ㎥
1.50%

無 効 水 量 調定減額水量
51,478 ㎥ 22,254 ㎥
0.43% 0.19%

漏水量等
29,224 ㎥
0.24%
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給水戸数
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